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○登別市水道事業条例施行規則 

昭和３６年６月１２日 

規則第８号 

注 平成１４年１月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、登別市水道事業条例（昭和３４年条例第７号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平１７水道部規則１・一部改正） 

（総代人の行う業務の範囲） 

第２条 条例第６条により選定したる総代人の行う業務の範囲は、条例に定めるもののほか、

次のとおりとする。 

（１） 使用者から管理者に提出する諸願届に対する連署事項 

（２） 給水装置使用上の必要なる管理事項 

（３） その他給水装置使用上必要なる連絡事項 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

（同意書等の提出） 

第３条 管理者は、条例第１０条第２項の規定により次の各号の一に該当する場合は、利害

関係人の同意書又は道路占用許可書若しくはこれに代る書類の提出を求めるものとする。 

（１） 他人の土地又は家屋に給水装置を設置する場合 

（２） 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合 

第４条 削除 

第５条から第９条まで 削除 

（給水装置の所有権） 

第１０条 管理者又は指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事（修繕工事を除く。）

のうち、管理者の費用をもって設置した部分を除く当該給水装置の所有権は、工事完了に

伴う検査に合格したときに当該工事申込者に移転するものとする。 

２ 給水装置工事の完了後、前項の規定による所有権移転のときまでの間の当該給水装置の

管理は、当該工事申込者の責任とする。 

（工事費の算出方法） 

第１０条の２ 条例第１４条第３項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。た

だし、管理者が施行する給水装置工事に限るものとする。 
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（１） 材料費 管理者が別に定める額とする。 

（２） 労務費 管理者が別に定める額とする。 

（３） 運搬費 管理者が別に定める額とする。 

（４） 道路その他復旧費 管理者が別に定める額とする。 

（５） 間接経費（諸経費） 材料費、労務費、運搬費及び道路その他復旧費の合計額に

管理者が別に定める割合を乗じて得た額以内とする。 

（６） 受託事務費 材料費、労務費、運搬費、道路その他復旧費及び間接経費（諸経費）

の合計額に管理者が別に定める割合を乗じて得た額以内とする。 

（貯水槽水道の届出） 

第１０条の３ 条例第２４条の２第１項に規定する貯水槽水道の所有者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

（１） 貯水槽水道を設置したとき。 

（２） 貯水槽水道を廃止又は休止したとき。 

（３） 第１号で届け出た内容に変更があったとき。 

２ 前項に定める届出は、別記様式第１７号による。 

（平１５水道部規則１・追加） 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査） 

第１０条の４ 条例第２４条の３第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管

理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。 

ア 水槽の掃除を１年以内ごとに１回、定期に行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措

置を講ずること。 

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認

めたときは、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号）の表の上

欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停

止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ず

ること。 

（２） 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水

道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無
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に関する水質の検査を行うこと。 

（平１５水道部規則１・追加、平１５水道部規則２・一部改正） 

（徴収後の料金の増減） 

第１１条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。こ

の場合翌月以後の料金で精算することができる。 

（用途別区分） 

第１２条 条例別表第１号の用途別区分の内訳は、次のとおりとする。 

（１） 家事用 家事に用いるもの 

（２） 家事用以外 旅館業、貸席業、料理店業、飲食店業、食品製造業、鮮魚販売業、

精肉販売業、製氷業、水産加工業、理容業、美容業、洗濯業、車体洗滌業、写真業、自

動車修理業、鍛冶業、運輸業、運送業、造園業、百貨店、雑居ビル、ダンスホール、ゴ

ルフ場、興業場、病院、医院、石油スタンド、神社、寺院、銀行、事務所、工場、学校、

官公署、集会所、娯楽施設、厚生施設、団体施設、公共施設その他これらに類するもの

に用いるもの 

（３） 浴場用 公衆浴場法による公衆浴場に用いるもの 

（４） 臨時用 衛生上もしくは、公益上又は、工事のため臨時に用いるもの 

（５） 消防用 消防演習に用いるもの 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

（使用水量の認定等） 

第１３条 条例第２８条第３号に規定するその他使用水量が不明のときとは、次の各号の一

に該当するときをいう。 

（１） 積雪又は障害物等により水道メーターの計量が著しく困難なとき。 

（２） 漏水の発生又は使用状況の著しい変動等により使用水量の算定が困難なとき 

（３） 条例第２３条第１号、第３号及び条例第２４条第１号から第４号までに掲げる届

出を怠ったため使用水量の算定が困難なとき 

２ 条例第２８条の規定による使用水量の認定基準は、前２回の検針における使用水量の平

均水量とする。ただし、条例第２８条第２号及び前項第２号、第３号の規定によるものは、

この限りでない。 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

（申請書の様式） 

第１４条 条例において申込み等を必要とする申請書等の様式は、次のとおりとする。 
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（１） 条例第１０条第１項及び第１９条に定める申込みは、別記様式第１号による。 

（２） 条例第２０条第２項に定める申請は、別記様式第４号による。 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

（届出書の様式） 

第１５条 条例において届出を必要とする届出書の様式は、次のとおりとする。 

（１） 条例第５条に定める届出は、別記様式第５号による。 

（２） 条例第６条に定める届出は、別記様式第６号による。 

（３） 条例第２３条第１項第１号に定める届出は、別記様式第７号及び別記様式第８号

による。 

（４） 条例第２４条第１項第１号に定める届出は、別記様式第１０号による。同項第２

号に定める届出は、別記様式第１１号による。 

（５） 条例第１１条第３項に定める届出は、別記様式第１５号による。 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

（通知書の様式） 

第１６条 条例第１０条の２第１項に定める施設管理負担金の納入通知書の様式は、別記様

式第１６号による。 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

（職員の身分証明書） 

第１７条 上水道技術職員は、条例にもとづいて現場において職務を執行する場合は、身分

証明書によりその身分を明かにしなければならない。 

２ 前項における身分証明書は、別記様式第１４号による。 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

（定例日） 

第１８条 条例中「定例日」とは、月末をいう。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和３６年４月１日から適用する。 

附 則（昭和４１年規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４９年水道部規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和４９年９月１日から適用する。 

附 則（昭和５９年水道部規則第１号） 
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（施行期日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年水道部規則第１号） 

この規則は、平成８年５月１日から施行する。 

附 則（平成９年水道部規則第３号） 

この規則は、平成１０年４月１日より施行する。 

附 則（平成１０年水道部規則第１号） 

この規則は、平成１０年４月１から施行する。 

附 則（平成１４年水道部規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年水道部規則第１号） 

この規則は、平成１５年３月３１日から施行する。 

附 則（平成１５年水道部規則第２号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年水道部規則第１号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年水道部規則第１号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第１９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙

で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。 

附 則（令和５年水道事業規則第１号） 

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第１４条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第２号及び別記様式第３号 削除 

（平１４水道部規則１） 

別記様式第４号（第１４条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第５号（第１５条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第６号（第１５条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第７号（第１５条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第８号（第１５条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第９号 削除 

（平１４水道部規則１） 

別記様式第１０号（第１５条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第１１号（第１５条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第１２号及び別記様式第１３号 削除 

（平１４水道部規則１） 

別記様式第１４号（第１７条関係） 

（平１４水道部規則１・一部改正） 

別記様式第１５号（第１５条関係） 

（平１４水道部規則１・令３規則１９・一部改正） 

別記様式第１６号（第１６条関係） 

（平１４水道部規則１・全改、平１６水道部規則１・平１７水道部規則１・令５水

道事業規則１・一部改正） 

別記様式第１７号（第１０条の３関係） 

（平１５水道部規則１・追加、令３規則１９・一部改正） 
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